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規模の大小を問わず、多くの企業のお客様が、弊所を顧問弁護士事務所としてご依頼くださっています。契約書や社内規則の作成・修正、コンプライアンスに関するご相談、訴訟、

紛争対応など、ご遠慮なく、info＠imazulaw.com 又は代表電話（☎03-5224-3235）へご連絡頂ければ幸いです。発行日: 令和 7 年 7 月 24 日 発行元: 弁護士法人今津法律事務所  所在地:

東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 8 階 当レターがご不要である方は、大変お忙しいところ恐れ入りますが、info＠imazulaw.com へご連絡頂ければと存じます。 

 

Ｑ 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
対
す
る
業
務
委
託

契
約
を
解
除
す
る
場
合
、
い
つ
ま
で
に
予

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
？ 

 

Ａ 

６
か
月
以
上
継
続
し
て
行
う
業
務
委

託
に
お
い
て
、
契
約
を
解
除
等
す
る
場

合
、
原
則
と
し
て
、
３
０
日
前
ま
で
に
、

書
面
等
で
予
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

契
約
書
上
は
予
告
な
く
解
除
可
能
と
さ

れ
て
い
て
も
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
と
の
関

係
で
事
前
予
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

り
得
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。 

 

Ｑ 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
に
違
反
し
た
場

合
、
ど
う
な
り
ま
す
か
？ 

Ａ 

違
反
し
た
発
注
事
業
者
は
、
行
政
機

関
に
よ
る
調
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

是
正
措
置
を
と
る
よ
う
に
勧
告
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
勧
告
に
従
わ
な
い
場

合
に
は
、
命
令
・
事
業
者
名
の
公
表
が
行

わ
れ
、
さ
ら
に
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
、

５
０
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。 

  

 

前
回
に
引
き
続
き
、
令
和
６
年
１
１
月

に
施
行
さ
れ
た
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
に
つ
い

て
、
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

Ｑ 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
対
す
る
発
注
事
業

者
の
禁
止
事
項
は
何
で
す
か
？ 

Ａ 

１
か
月
以
上
継
続
し
て
行
う
業
務
委

託
に
お
い
て
、
①
受
領
拒
否
、
②
報
酬
減

額
、
③
返
品
、
④
買
い
た
た
き
、
⑤
購

入
・
利
用
強
制
、
⑥
不
当
な
経
済
上
の
利

益
の
提
供
要
請
、
⑦
不
当
な
給
付
内
容
の

変
更
・
や
り
直
し
が
禁
止
事
項
と
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 Ｑ 

広
告
等
に
よ
り
募
集
情
報
を
提
供
す

る
場
合
、
注
意
点
は
何
で
す
か
？ 

Ａ 

虚
偽
の
表
示
又
は
誤
解
を
生
じ
さ
せ

る
表
示
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、

募
集
情
報
を
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保

つ
と
と
も
に
、
い
つ
の
時
点
の
募
集
情
報

な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

Ｑ 
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
か
ら
、
育
児
等
の

配
慮
に
つ
い
て
申
出
が
あ
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
対
応
が
必
要
で
す
か
？ 

Ａ 

６
か
月
以
上
継
続
し
て
行
う
業
務

委
託
に
お
い
て
、
申
出
に
応
じ
て
、
必

要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
配
慮
の
例
と
し
て
は
、
妊
婦
検
診

が
あ
る
日
に
つ
い
て
、
打
ち
合
わ
せ
の

時
間
を
調
整
し
た
り
、
就
業
時
間
を
短

縮
し
た
り
す
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。 

 

Ｑ 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
対
す
る
業
務
委

託
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
対
策
が
必
要
で
す
か
？ 

Ａ 

①
方
針
の
明
確
化
、
周
知
・
啓

発
、
②
相
談
対
応
の
た
め
の
体
制
整

備
、
③
事
後
の
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応

等
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
対
策
の

例
と
し
て
は
、
従
業
員
向
け
の
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
相
談
窓
口
の
利
用
対
象
者
を
、

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と

等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー 

弁
護
士
法
人

今
津
法
律
事
務
所 

 

販
売
店
契
約
と
代
理
店
契
約 

 

メ
ー
カ
ー
は
、
流
通
チ
ャ
ネ
ル
拡
大
の

手
段
と
し
て
、
販
売
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る

他
の
事
業
者
と
の
間
で
、
販
売
提
携
を
行

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
典
型
例
で
あ

る
販
売
店
契
約
と
代
理
店
契
約
に
つ
い

て
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

◆
販
売
店
契
約 

   

販
売
店
契
約
と
は
、
販
売
店
が
メ
ー

カ
ー
か
ら
自
己
の
名
前
と
計
算
で
商
品
を

仕
入
れ
、
顧
客
に
商
品
を
再
販
売
す
る
契

約
を
い
い
ま
す
。 

 

販
売
店
は
、
顧
客
へ
の
商
品
販
売
価
格

を
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
転
売

利
益
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
他

方
で
、
メ
ー
カ
ー
か
ら
商
品
を
購
入
す
る

こ
と
に
な
る
た
め
、
商
品
が
売
れ
残
れ
ば

在
庫
を
抱
え
る
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
り
、
ま
た
、
代
金
回
収
の
リ
ス
ク
も

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

◆
代
理
店
契
約 

 

代
理
店
契
約
と
は
、
代
理
店
が
メ
ー

カ
ー
の
代
理
人
と
し
て
、
顧
客
に
商
品
を

販
売
す
る
契
約
を
い
い
ま
す
。
こ
の
場

合
、
顧
客
と
の
売
買
契
約
の
当
事
者
は
、

代
理
店
で
は
な
く
メ
ー
カ
ー
で
す
。 

 

 

代
理
店
は
、
顧
客
へ
の
商
品
の
販

売
数
量
等
に
応
じ
て
、
メ
ー
カ
ー
か

ら
手
数
料
の
支
払
を
受
け
ま
す
。
ま

た
、
在
庫
リ
ス
ク
及
び
代
金
回
収
リ

ス
ク
は
、
メ
ー
カ
ー
が
負
担
し
ま

す
。 

 

◆
契
約
書
作
成
時
の
注
意
点
に
つ
い
て 

【
権
利
義
務
の
明
記
】 

 

両
契
約
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
違

い
が
あ
る
た
め
、
混
同
し
な
い
よ
う

注
意
が
必
要
で
す
。
「
販
売
代
理

店
」
等
の
用
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
使
わ

れ
方
が
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
名

称
だ
け
で
は
、
販
売
店
・
代
理
店
の

い
ず
れ
な
の
か
区
別
で
き
な
い
た

め
、
各
当
事
者
の
権
利
義
務
の
内
容

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

【
独
占
権
の
有
無
】 

 

販
売
店
・
代
理
店
と
し
て
は
、
販

売
に
つ
い
て
独
占
権
の
設
定
を
受
け

る
こ
と
が
有
利
で
あ
る
一
方
で
、

メ
ー
カ
ー
と
し
て
は
、
非
独
占
的
な

権
利
と
す
る
方
が
、
販
路
拡
大
の
観

点
か
ら
有
利
と
な
り
ま
す
。
独
占
契

約
を
締
結
す
る
場
合
は
、
次
の
点
に

注
意
が
必
要
で
す
。 

 

時
事
ニ
ュ
ー
ス
～
職
場
に
お
け
る
熱
中
症
対
策
の
義
務
化
～ 

 

連
日
厳
し
い
暑
さ
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
本
年
６
月
１
日
か
ら
、
改
正
労
働
安
全
衛
生
規
則
が
施
行
さ

れ
、
事
業
者
に
対
し
、
職
場
の
熱
中
症
対
策
が
罰
則
付
き
で
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

義
務
の
対
象
と
な
る
の
は
、
気
温
３
１
度
以
上
の
環
境
等
の
下
で
、
連
続
１
時
間
以
上
又
は
１
日
４
時
間
を

超
え
て
実
施
が
見
込
ま
れ
る
作
業
を
行
う
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
、
事
業
者
は
、
熱
中
症
を
生
じ
た
疑
い
が
あ

る
作
業
従
事
者
を
発
見
し
た
者
に
、
そ
の
旨
の
報
告
を
さ
せ
る
体
制
を
整
備
し
た
上
で
、
関
係
者
に
周
知
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
事
業
者
は
、
予
め
作
業
場
ご
と
に
、
当
該
作
業
か
ら
の
離
脱
、
身
体
の
冷
却
、
医

師
の
診
察
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
等
、
熱
中
症
の
症
状
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
実
施

手
順
を
定
め
た
上
で
、
関
係
者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

平
素
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
２
回
目
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
お
届
け
致
し

ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
所
だ
け
、
ご
笑
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

弁
護
士  

今
津  

泰
輝 

① 

直
接
販
売
権
の
有
無 

独
占
権
の
付
与
と
い
う
だ
け
で
は
、

メ
ー
カ
ー
が
販
売
店
・
代
理
店
を
通
さ

ず
に
自
ら
商
品
を
販
売
で
き
る
の
か
明

ら
か
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
点
を
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

② 

競
合
品
の
取
扱
い 

 

独
占
契
約
で
は
、
競
合
品
の
取
扱
い

を
制
限
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
こ

の
場
合
、
取
扱
い
を
禁
止
す
る
商
品
の

範
囲
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

③ 

最
低
購
入
数
量 

 

独
占
契
約
で
は
、
最
低
購
入
数
量
を

定
め
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
こ
の
場

合
、
最
低
購
入
数
量
、
及
び
購
入
義
務

に
違
反
し
た
場
合
の
効
果
を
明
確
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

【
再
販
価
格
の
拘
束
に
関
す
る
規
制
】 

 

販
売
店
契
約
の
場
合
、
メ
ー
カ
ー
が

再
販
価
格
を
指
定
す
る
こ
と
は
、
「
再

販
売
価
格
の
拘
束
」
に
該
当
し
、
原
則

と
し
て
違
法
と
評
価
さ
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
、
メ
ー
カ
ー
と
し
て
は
、
商
品
の

販
売
価
格
を
自
社
で
決
め
た
い
場
合

は
、
代
理
店
契
約
の
締
結
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

  

弁護士法人 

今津法律事務所 
IMAZU LAW OFFICES 

〒100-0004 

東京都千代田区 

大手町 1-6-1 

大手町ビル 8 階 

☎ 03– 5224- 3235 

info＠imazulaw.com 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
② 

 

今回は東京サンケイビルのキッチン

カー第２弾として、毎週金曜日に出店し

ている「es.tokyo」をご紹介したいと思

います。こちらは、ガパオライスなどの

アジアンチャーハンを楽しむことができ

るインドネシア料理のお店です。 

なかでも事務局のお気に入りは、サイ

ドメニューが選べるナシゴレン。この日

は、生春巻きとマカロニサラダを選びま

した。より本場に近い味を再現するため

に、食材にこだわり現地から調味料を輸

入しているそうです。なんと、世界グル

メランキングのグランプリも獲得したこ

とがあるとのこと！お近くにお越しの際

は、ぜひお試しいただければと思いま

す。 
 

 

会員サイトオープン予定のご案内 

弊所のホームページの会員サイトより、

お申込み手続きなく簡単に、ハラスメント

対策などの各種セミナーを、ご視聴いただ

くことができるよう準備中です。詳細は改

めて個別にご案内させていただきます。 


